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新 旧 

店頭外国為替証拠金取引説明書（DMMFX） 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

（１．～５．省略） 

 

６．お客様が行う FX取引は、当社との相対取引となります。当社

は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、当

社の判断によりカバー取引を次の業者と行っています。 

 

SAXO BANK A/S 

OCBC Securities Private Limited 

Haitong International Financial 

Services(Singapore）Pte. Ltd. 

AxiCorp Financial Services Pty Ltd 

 

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 

Squared Financial Services Limited 

ADS Securities 

トレイダーズ証券株式会社 

CFH CLEARING LIMITED 

Forex Capital Markets Limited 

銀行業：デンマーク金融監督局 

証券業：シンガポール通貨庁 

証券業：シンガポール通貨庁 

 

金融商品取引業：オーストラリア証券投

資委員会 

金融商品取引業：日本国金融庁 

金融商品取引業：アイルランド中央銀行 

証券業：英金融行為機構 

金融商品取引業：日本国金融庁 

Liquidity Provider：英健全性規制機構 

Liquidity Provider：英金融行為機構 

 

（以下、省略） 

店頭外国為替証拠金取引説明書（DMMFX） 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について  

（１．～５．省略） 

 

６．お客様が行う FX取引は、当社との相対取引となります。当社

は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、当社

の判断によりカバー取引を次の業者と行っています。 

 

SAXO BANK A/S 

OCBC Securities Private Limited 

Haitong International Financial 

Services(Singapore）Pte. Ltd. 

AxiCorp Financial Services Pty Ltd 

 

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 

Squared Financial Services Limited 

ADS Securities 

トレイダーズ証券株式会社 

CFH CLEARING LIMITED 

（新設） 

銀行業：デンマーク金融監督局 

証券業：シンガポール通貨庁 

証券業：シンガポール通貨庁 

 

金融商品取引業：オーストラリア証券投

資委員会 

金融商品取引業：日本国金融庁 

金融商品取引業：アイルランド中央銀行 

証券業：英金融行為機構 

金融商品取引業：日本国金融庁 

Liquidity Provider：英健全性規制機構 

（新設） 

 

（以下、省略） 
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平成 30年 12月 15日 改訂 

 

 

 

 

 

 

 


